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１ 業務継続計画の基本的な考え方 

大規模地震等が発生した場合には、市の行政機能も被災する可能性があり平常時

の人員・執務環境を前提とした業務を行うことが困難な状況が想定される。また、

市の業務が中断した場合には、市民生活や社会経済活動に重大な影響が生じる。 

  このような状況における緊急時の対応として、地域防災計画に定める災害応急対

策業務の着実な推進と、継続する可能性が高い通常業務の機能停止・低下を最小限

に抑え、可能な限り速やかな復旧・復興に努め、市民生活の回復を図らなければな

らない。 

  このため、緊急時に災害対策本部の各対策班の担当する業務について、業務の範

囲と優先順位及び必要な事項を定め、緊急時における様々な状況に対応して適切な

行動の選択を可能にすることによって、災害による市民の生命及び生活に係る被害

の軽減に向けた適切な対応に資することを目的として、業務継続計画を策定する。 

 

（１）業務継続計画とは  

業務継続計画（Business Continuity Plan：ＢＣＰ）とは、ヒト、モノ、情報

及びライフライン等利用できる資源に制約がある状況下において、非常時優先業

務を特定するとともに、非常時優先業務の業務継続に必要な資源の確保・配分や、

そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を講じ

ることにより、大規模な地震災害等が発生した場合でも、適切な業務執行を行う

ことを目的とした計画である。 

 

（２）業務継続計画の効果 

   業務継続計画を策定することによって、様々な制約下にあっても、あらかじめ定

められた優先順位のもとで必要な措置を講じることにより、次図に示すように、業

務立上げ時間の短縮や発災直後の業務レベル向上といった効果を得て、高いレベル

での業務継続を行える状況に改善することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章．総則 
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図 業務継続計画の効果イメージ 

 

（３）非常時優先業務とは 

   非常時優先業務は、災害時において優先して実施する業務であり、地域防災

計画における災害応急対策業務を基本として、市民の生命財産の保護や生活の

復旧のために優先して行う必要のある一部の災害復旧業務及び通常業務のうち

継続して行うべき業務が対象となる。 

   なお、発災後しばらくの期間は、各種の必要資源を非常時優先業務に優先し

て割り当てるために、非常時優先業務以外の通常業務は積極的に休止するか、

又は非常時優先業務の支障とならない範囲で業務を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 非常時優先業務の範囲 
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（４）業務継続計画と地域防災計画との違い 

  地域防災計画と業務継続計画の主な違いは下表のとおりである。 

 地域防災計画 業務継続計画 

作成主体等 

地方防災会議が作成し、都道府

県、市町村、防災関係機関等が

実施する計画である。 

都道府県、市町村が作成し、自ら

が実施する計画である。 

計画の趣旨 

災害対策基本法に基づき、発災

時または事前に実施すべき災害

対策に係る実施事項や役割分担

等を規定するための計画であ

る。 

発災時に利用できる必要資源に制

約がある状況下であっても、非常

時優先業務を目標とする時間・時

期までに実施できるようにする

（実効性の確保）ための計画であ

る。 

業務の被災 

行政の被災は必ずしも想定する

必要はないが、業務継続計画の

策定等による業務継続性の確保

等については計画に定める必要

がある。 

行政の被災を想定（庁舎、職員、

電力、情報システム、通信等の必

要資源の被災を評価）し、利用で

きる必要資源を前提に計画を策定

する必要がある。 

対象業務 

災害対策に係る業務（災害予

防、災害応急対策、災害復旧・

復興）を対象とする。 

非常時優先業務を対象とする（災

害応急対策、災害復旧・復興業務

だけでなく、優先度の高い通常業

務も含まれる。） 

業務開始 

目標時間 

業務開始目標時間は必ずしも定

める必要はない。 

非常時優先業務ごとに業務開始目

標時間を定める必要がある（必要

資源を確保し、目標とする時間ま

でに、非常時優先業務を開始・再

開する。） 

業務に従事

する職員の

水・食料等

の確保 

業務に従事する職員の水・食

料・トイレ等の確保に係る記載

は必ずしも記載する必要はな

い。 

業務に従事する職員の水・食料・

トイレ等の確保について検討のう

え、記載する必要がある。 
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２ 業務継続基本方針（ＢＣＰの目標） 

警固断層帯を震源とした大規模地震や宝満川・筑後川の氾濫等による大規模な

洪水被害が発生する等、市民生活及び社会経済活動等に多大な影響を及ぼすおそ

れのある災害に対し、市が大規模災害発生時にその機能を継続するため、以下の

基本方針に基づいて、非常時優先業務の選定等について検討し、業務継続計画を

策定して、緊急時対応を実施する。 

 

【本計画の目標】 

《方針①》 

 市民の生命、身体、財産等を最優先で守る。[非常時優先業務の遂行] 

  震災等が発生した場合には、市民の生命、身体、財産等を災害から保護し、

その安全を確保するとともに、市民生活、経済活動等の維持を図るため、非

常時優先業務を優先的に実施する。特に、災害応急対策業務は最優先で実施

する。 

 

《方針②》 

 業務に必要な資源の確保に努める。[非常時優先業務に必要な資源の確保] 

  市職員の早期参集等による必要な人的資源の確保及び業務を実施するため 

の庁舎・電力・通信・輸送等に係るその他の業務資源の確保を図る等、非常時 

優先業務を効果的・効率的に実施するための体制を確立する。 

 

《方針③》 

 優先度の低い通常業務は停止・休止する。[非常時優先業務の実施体制の確保] 

  職員・施設・資器材・時間等の資源を非常時優先業務へ集中するため、非常 

時優先業務以外の業務については、市民生活の維持及び社会経済活動の継続 

等に最低限必要な業務を除き、原則として停止・休止する。停止・休止した業 

務については、非常時優先業務以外の業務に影響を与えない範囲で、順次再 

開を目指す。 

 

３ 計画の適用及び解除 

（１）計画の適用と発動基準 

   大規模な災害の発生により、災害対策本部の設置もしくは緊急初動体制によ 

る災害対応を行うとともに、市内及び市役所機能に甚大な被害が生じた場合に 

本計画を適用する。発動基準は、下記の２つの要件を満たす場合とする。 

ア 市域に震度５強以上の地震が発生した場合、又は宝満川・筑後川の氾濫等 

による大規模な洪水被害が発生した場合 
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イ 地震又は洪水により相当の被害が発生し、災害対策本部長（市長）が必要 

と認めた場合 

 

（２）発動の判断 

   非常時優先業務を実施する発動の判断は、災害対策本部長（市長）が行う。 

   災害対策本部長（市長）の判断を仰ぐことができない場合は、別に定める職 

務代行基準（4.3.2 指揮命令系統の確立）に基づく災害対策本部長代行者が判 

断する。 

 

（３）計画の解除 

   災害対策本部長（市長）は、本市における全ての通常業務の再開が可能と判 

断した場合は、業務継続計画の適用を解除する。 

 各部長は、業務継続計画の適用解除前であっても、応急対策業務の進捗状況 

等に応じて、停止・休止した通常業務を再開させることができるものとする。特

に、許認可事務や税務事務などの法令等に処理期限等の定めがある業務・市民生

活に密着するサービス業務等は優先的に再開する。 

 

（４）大規模地震以外の災害における本計画の適用 

   本計画においては、市の行政機能の発揮に大きな影響を及ぼす大規模地震に 

おける業務の継続体制について記載している。大規模地震以外における本計画 

の適用については、市の被災状況、市の行政機能の喪失状況に応じて本計画を 

基準としつつ適切に適用する。 
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第２章．被害状況の想定 

１ 想定する災害の概要 

本計画では、令和７年の福岡県地震に関する防災アセスメント調査結果での小郡市

における被害想定結果に基づき５つの想定地震（西山断層帯、宇美断層、警固断層帯、

日向峠－小笠木峠断層帯、未納断層帯）のうち、最も発災の蓋然性が高く、また甚大

な影響を及ぼすと考えられる「警固断層帯（北西部＋南東部）」を震源とする地震を想

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書（令和７年９月） 

警固断層帯 

区間（北西部＋南東部）中央 
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２ 地域の被害状況の想定 

 「福岡県地震に関する防災アセスメント調査報告書」（令和７年９月）により 

小郡市においては、警固断層帯（北西部＋南東部）を震源とする地震に因る被害が

想定されている。 

警固断層帯 

警固断層帯（北西部区間＋南東部区間）を震源とするМ７．７規模の地震により、

市域において震度７の揺れがあるものと予測されている。 

市域における被害想定 

建物被害 

 

建物被害 

全壊   約７００棟 

半壊   約２１００棟 

 

人的被害 

死者   約４０人 

負傷者  約４００人 

重傷者  約６０人 

避難者  約３，７００人 

ライフライン 

支障 

① 上水道被害 

断水人口     約３，５００人 

② 下水道被害 

下水道管被害距離 １０㎞ 

支障人口     約１，０００人 

③ 電力被害 

電話柱折損    ５０本 

停電件数     １００軒 

④ 通信（固定電話）被害  

電柱折損数    ６０本 

不通回線数    １００回線 

その他 

居住制約     世帯数 約２３００世帯（制約率約１０％） 

食料・飲料水制約 世帯数 約１６００世帯（制約率約 ７％） 

滞留者          約６２００人 

帰宅困難者        約９９００人 
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３ 市庁舎等の被害状況の想定 

  警固断層帯（北西部＋南東部）を震源とするＭ７．７規模の地震による市庁舎等

の被害状況については次の通り想定されている。 

項目 本庁舎 

建物 

市庁舎等では、最大震度７の揺れが想定されているが、耐震

補強工事施工済みのため、建物自体に重大な被害は発生しな

いと想定される。 

執務室等 

 固定されていないロッカー、キャビネット等が転倒し、机

上のパソコン、書類等の散乱が発生する。 

 蛍光灯が落下してガラス片等が散乱して室内での行動を阻

害するとともに、夜間における業務の遂行に支障を来す。 

エレベータ 

空調機器 

 エレベータは停止し、閉じ込めが発生するおそれがある。 

 停電により空調機器は使用不可となり、夏季の業務継続に

支障を来す。 

電 力 

 市庁舎地域では、最大３日程度の停電が想定される。 

災害対策本部を設置する本庁舎２階の一部は、太陽光発電 

により一部の電源の確保が可能である。また、災害等に関わ 

るシステムの稼働電源は発電装置により確保されている。 

通 信 

（電話・FAX） 

 災害時優先電話回線は、発災直後に使用可能である。 

 衛星回線を使用した汎用性のある電話回線は確保されて 

いない。 

 一般回線の電話は、輻輳等の影響により１週間から２週間 

程度繋がり難くなる。 

情報システム 

 情報システムの稼働電源は発電装置により確保されている

が、停電による端末や通信機器の起動不可、電柱転倒、断線等

によるネットワークの不通によりシステム使用不可となるこ

とが想定される。 

上下水道 

 上下水道は、断水が想定され、最大３週間程度の断水の継

続が想定される。 

 完全復旧までの間は、応急給水等での対応が必要である。 

ガ ス 
 市庁舎における業務への影響は軽微とみられる。 

 避難所等における給食、入浴に影響することが想定される。 

職 員 

 勤務時間外に発災した場合は、職員及び職員家族の被災、

自宅被害、公共交通機関の途絶、道路遮断等により、参集困難

な職員の存在が想定される。 

 勤務時間中に発災した場合は、庁舎内外における職員の負

傷が想定される。 
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第 3 章．非常時優先業務 

１ 非常時優先業務選定の考え方 

非常時優先業務を以下の考え方により選定する。 

 

（１） 市民生活や経済活動への影響を考慮し、市全体の業務から、発災後遅くとも、 

おおむね１カ月以内に着手しなければならず、かつ、目標レベルに到達していな 

ければならない業務とする。 

（２）「災害応急対策業務」については、「小郡市地域防災計画」に掲げる所掌事務を

基本として、災害発生時に生じると想定される具体的業務を非常時優先業務とし

て選定する。 

（３）「継続通常業務」については、「小郡市事務分掌規則」に掲げる所掌事務を基本 

として、特に継続実施が不可欠な業務を選定する。 

 

２ 非常時優先業務の選定基準 

非常時優先業務は以下の選定基準や「（参考）非常時優先業務の整理基準表」に基

づき、部課ごとに選定する。 

基準 具体例 

地域社会への影響 停止すると地域住民の生命や生活の安全・安心や地域内の

経済活動等を阻害する業務 

法律の適正な施行 法令等により実施しなければならない業務 

他の業務への影響 当該業務の停止が、他の非常時優先業務に影響する業務 

 

（参考）非常時優先業務の整理基準表 

業務開始 

目標時間 
該当する業務の考え方 代表的な業務例 

①3時間以内 ・職員及び家族の安全 

確保 

・初動体制の確立 

・被災状況の把握 

・救助・救急の開始 

・避難所の開設 

ａ 災害対策の根幹となる体制立ち上げ業

務(人、場所、通信、情報等) 

ｂ 被害の把握(被害情報の収集・伝達・報 

告) 

ｃ 発災直後の火災等の災害対策業務(消

火、避難、誘導等) 

ｄ 救助・救急体制確立に係る業務(応援要

請、部隊編成・運用) 

ｅ 避難所開設、運営業務 

ｆ 組織的な業務遂行に必須な業務(幹部職

員補佐、公印管理等) 
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業務開始目

標時間 
該当する業務の考え方 代表的な業務例 

②1日以内 ・応急活動(救助・救急以 

外)の開始 

・避難生活支援の開始 

・重大な行事の手続き 

ａ 短期的な二次被害予防業務(土砂災害危

険箇所における避難等) 

ｂ 市管理施設の応急復旧に係る業務(道

路、上下水道、交通等) 

ｃ 衛生環境の回復に係る業務(防疫活動、

保健衛生活動等) 

ｄ 災害対策活動体制の拡充に係る業務(応

援受入等) 

ｅ 遺体取扱い業務(収容、保管、事務手続

き等) 

ｆ 避難生活の開始に係る業務(衣食住の確

保、供給等) 

ｇ 社会的に重大な行事等の延期調整業務

(選挙等) 

③3日以内 ・被災者への支援の開始 

・他の業務の前提となる 

行政機能の回復 

ａ 避難生活の向上に係る業務(入浴、メン

タルヘルス対策、健康指導、防犯等) 

ｂ 災害対応に必要な経費の確保に係る業 

務(財政計画業務等) 

ｃ 業務システム再開等に係る業務 

④2週間以内 ・復旧・復興に係る業務

の 

本格化 

・窓口行政機能の回復 

ａ 生活再建に係る業務(被災者生活再建支

援法等関係業務、住宅確保等) 

ｂ 産業の復旧・復興に係る業務(農林水産、

商工業対策等) 

ｃ 教育再開に係る業務 

ｄ 金銭の支払い、支給に係る業務(契約、

給与、補助費等) 

ｅ 窓口業務(届出受理、証明書発行等) 

⑤1か月以内 ・その他の行政機能の回   

 復 

 その他の業務 

（出典：「地震発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」 (内閣府 H28.2)） 
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３ 非常時優先業務一覧 

（１）経営政策部（会計課、監査委員事務局、議会事務局を含む。） 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

災害対策本部の設置・廃止に関すること ●    

災害救助法の適用に関すること    ● 

災害応急対策の総合調整に関すること ●    

気象情報及び被害状況の収集に関すること ●    

気象情報等に基づく、避難情報の発令・解除につ

いて本部長等の補佐に関すること 
● 

   

県、防災会議及び関係機関・団体等との連絡に関

すること 
● 

   

災害対策本部内における情報共有に関すること ●    

自衛隊の派遣要請、隣接等自治体及び協力機関へ

の応援要請に関すること 
● 

   

対策本部会議の開催に関すること ●    

対策本部の庶務に関すること ●    

水防団(消防団)の運用に関すること ●    

災害関係文書の浄書、受理及び発送に関すること  ●   

各対策班への応援に係る職員の動員に関すること ●    

災害の応急費、対策本部の予算措置及び出納に関

すること 

  
● 

 

災害応急対策用諸物資等の購入に関すること  ●   

市有財産の被害調査、復旧対策に関すること ●    

緊急輸送車両の借り上げ、運用等に関すること ●    

各種気象情報及び災害発生状況について住民への

普及・広報に関すること 
● 

   

災害状況の映像等各種記録、報道機関に対する広

報に関すること 
● 

   

復旧・復興に係る補助金等の県等との調整に関す

ること 

  
● 

 

物資集配拠点の管理・運営に関すること  ●   

救援物資等の避難所等への輸送に関すること  ●   

他の機関等の受援・応援に係る調整に関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

財政計画に関すること  ●   

予算の編成及び執行に関すること  ●   

地方交付税に関すること   ●  

地方債に関すること   ●  

その他財務に関すること  ●   

普通財産の保全、管理及び処分に関すること ●    

市有物件の災害共済に関すること   ●  

市有自動車の損害賠償責任保険に関すること   ●  

庁舎等の維持管理に関すること ●    

物品の購入、管理及び処分に関すること  ●   

庁内電話交換及び放送に関すること ●    

入札及び契約に関すること  ●   

工事の設計審査及び検査に関すること  ●   

報道機関との連絡調整その他広報に関すること ●    

市ホームページ及びＳＮＳによる情報発信に関す

ること 
● 

   

職員の任免、服務及び賞罰に関すること  ●   

職員の給与に関すること   ●  

職員の公務災害補償に関すること   ●  

職員の共済、退職手当その他福利厚生に関するこ

と 

  
● 

 

職員の安全衛生に関すること   ●  

公告式その他掲示に関すること  ●   

庁議の庶務に関すること   ●  

甘木鉄道に関すること ●    

行政ゾーンに関すること  ●   

公印の保管及び管理に関すること ●    

文書及び郵便物の収受発送に関すること  ●   

情報公開及び個人情報保護に関すること  ●   

儀式、市民の表彰、叙位及び叙勲に関すること   ●  

消防に関すること ●    

災害対策本部に関すること ●    

水防に関すること ●    

防犯に関すること  ●   

老朽危険家屋に関すること   ●  

業務システムに関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

地域の情報化の推進に関すること   ●  

予算収支及び決算に関すること   ●  

支出負担行為の確認に関すること   ●  

指定金融機関等に関すること   ●  

物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を

除く。)に関すること 

  
● 

 

その他会計に関すること   ●  

選挙に関すること   ●  
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（２）環境経済部 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

市税の猶予、減免に関すること   ●  

農作物､営農施設等の被害調査等に関すること ●    

ため池の巡視及び水位の把握に関すること ●    

農地、農業用施設の被害調査等に関すること ●    

家畜、畜産施設の被害調査等に関すること ●    

工場、商工業者等の被害調査等に関すること  ●   

病害虫の発生予防及び防疫に関すること  ●   

処理施設（クリーンヒル宝満及び両筑苑等)の被害

調査等に関すること 
● 

   

収集運搬業者の被害調査に関すること ●    

災害時における給水に関すること(三井水道企業

団との連絡調整) 
● 

   

遺体の埋火葬、処理に関すること ●    

犬、猫、ペット等の対応処理に関すること   ●  

災害廃棄物(片づけごみ、避難所ごみ)の収集、運

搬、処分に関すること 
●  

  

災害廃棄物発生量の推計に関すること  ●   

仮置場の確保、設置、管理・運営に関すること  ●   

損害家屋等の処分方法に関すること   ●  

し尿の収集、運搬、処理に関すること ●    

仮設トイレ等の確保、設置、管理に関すること  ●   

農業、事業者等の補助金等に関すること    ● 

罹災証明書の受付・発行等窓口業務に関すること   ●  

住宅等建築物の被害調査に関すること   ●  

被災に伴う所得・課税、固定資産税等の証明発行

等に関すること 

  
● 

 

所管する防災協定締結先との調整に関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

商工業の金融に関すること     ●  

農地・農業用施設災害に関すること   ●  

多面的機能支払交付金事務に関すること。   ●  

環境衛生に関すること  ●   

墓地及び火葬場に関すること ●    

騒音、振動、悪臭その他公害対策に関すること ●    

飼い犬の管理、野犬対策及び狂犬病予防に関する

こと 

  
● 

 

専用水道、簡易専用水道に関すること    ● 

三井水道企業団との連絡調整に関すること ●    

ごみ、し尿の処理及び計画に関すること ●    

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合及び両筑衛生施

設組合に関すること 
● 

   

文書の収受、発送、編さん及び公印の管理に関す

ること 

●    

農家台帳の整備保管に関すること    ● 

農地に関する証明の発行に関すること    ● 
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（３）都市建設部 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

災害時の交通情報の収集、交通規制に関すること ●    

道路障害物の除去に関すること ●    

河川等の巡視及び水位の把握に関すること ●    

土木関係業者等との連絡調整に関すること ●    

避難場所の公園等の開放、管理等に関すること ●    

道路、橋梁の被害調査等に関すること ●    

河川、堤防の被害調査等に関すること ●    

市営住宅の被害調査等に関すること ●    

災害対策用土木機械、各種資材調達に関すること  ●   

応急仮設住宅の建設準備に係る県等との調整に関

すること 

  
● 

 

応急仮設住宅及び市営住宅の供与並びに建設に関

すること 

  
● 

 

応急仮設住宅の入居及び退去の申請に関すること    ● 

応急仮設住宅入居者の相談に関すること    ● 

下水道の施設管理に関すること ●    

関係機関に対する水防作業の指示等に関すること ●    

被災建築物の応急危険度判定に関すること   ●  

宅地の危険度判定に関すること   ●  

応急危険度判定士等の支援受入れ等に関すること   ●  

被災住宅の応急修理の業務委託等に関すること   ●  

倒壊建築物等の解体・撤去の申請等に関すること   ●  

道路、橋、下水道等の補助金に関すること    ● 

所管する防災協定締結先との調整に関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

公共交通施策に関すること ●    

デマンドタクシーの運行に関すること ●    

市営住宅の建築及び管理に関すること ●    

住宅施策の総合調整に関すること ●    

他課等委託建築工事(防犯灯を含む。)の設計及び

施工に関すること 

  
● 

 

開発指導に関すること   ●  

建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)の施行に関

すること 

 
● 

  

道路の新設に関すること   ●  

都市計画道路の改良に関すること   ●  

境界確定の立会に関すること   ●  

交通制限及び解除の申請に関すること ●    

道路及び公有水面の占用に関すること  ●   

国県道及び河川改修の要望、苦情に関すること ●    

里道等に関すること   ●  

道路、橋りょう、河川等の維持管理に関すること  ●   

一般公共土木災害の調査及び復旧事業に関するこ

と 

 ●   

交通安全施設の整備計画、設計及び施工に関する

こと 

   ● 

汚水排水施設の維持管理に関すること ●    

雨水幹線に関すること ●    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

（４）市民福祉部 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

避難情報等の区長、民生委員・児童委員への提供

に関すること 
● 

   

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等の被害調査等に関すること ●    

高齢者・障害者施設・介護保険サービス事業所等

の被害調査等に関すること 
● 

   

避難所の開設、避難者数の把握等に関すること ●    

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ等の利用者の避難、救護に関すること ●    

救助用食料､物資､器材の要求量調査に関すること  ●   

救助用食料､物資､器材の配分、保管に関すること   ●  

被災者の生活保護等の適用に関すること   ●  

被災者の災害弔慰金・見舞金等に関すること    ● 

避難行動要支援者の支援に関すること ●    

福祉避難所の開設、運営、支援に関すること  ●   

公民館等の自主避難所開設の支援に関すること ●    

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設置、連絡、調整に関すること   ●  

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受入れ数、活動内容の把握に関すること   ●  

ニーズに応じたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの割当て等に関すること   ●  

義援金の受付、保管、配分に関すること    ● 

赤十字等、民間団体との連絡等に関すること ●    

国民健康保険税の減免に関すること   ●  

保険給付費の一部負担金減免に関すること   ●  

後期高齢者医療保険料の減免に関すること   ●  

後期高齢者医療保険給付費の一部負担金減免に関

すること 

  
● 

 

国民年金保険料の災害減免に関すること   ●  

介護保険に関する窓口相談業務／災害特例介護サ

ービス給付に関すること 

 
● 

  

民間福祉避難所との連絡・調整に関すること  ●   

被災高齢者の受入れ先確保及び移送の実施に関す

ること 

 
● 

  

介護保険料の賦課及び徴収に関すること（災害減

免） 

   
● 

高齢者・障害者に配慮した仮設住宅等のニーズ把

握に関すること 

   
● 

避難行動要支援者(高齢者見守り支援台帳)安否確

認、情報伝達、民生委員等との連携に関すること 
● 
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

在宅生活支援サービス(配食・緊急通報等)に関す

ること 
 ●   

要援護者に対する生活支援及び保健指導に関する

こと 
   ● 

要援護者に対する養護老人ホーム入所措置の決定

に関すること 
   ● 

行旅死亡人等の火葬応援体制に関すること ●    

所管する防災協定締結先との調整に関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

民生委員及び児童委員に関すること  ●   

社会福祉協議会に関すること  ●   

生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)に基づく保

護の決定及び実施に関すること 

  
● 

 

生活保護費その他の金品支給に関すること   ●  

行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること ●    

日本赤十字社に関すること   ●  

生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)

の施行に関すること 

  
● 

 

身体障害者(児)福祉に関すること   ●  

知的障害者(児)福祉に関すること   ●  

福祉手当に関すること   ●  

精神保健に関すること   ●  

発達支援に関すること   ●  

国民健康保険の保険給付に関すること   ●  

国民健康保険税の賦課に関すること    ● 

その他国民健康保険事業に関すること    ● 

重度障害者医療費の給付に関すること    ● 

後期高齢者医療各種申請及び届出の受付並びに保

険料の徴収に関すること 

  
● 

 

国民年金被保険者資格の取得・喪失等届出の処理

に関すること 

   
● 

国民年金の給付及び保険料の免除に関すること   ●  

その他国民年金に関すること    ● 

シルバー人材センターとの連絡調整に関すること ●    

戸籍に関すること   ●  

埋火葬の許可に関すること ●    

住民基本台帳に関すること   ●  

その他隣保館等の設置目的達成に関すること  ●   

区長会に関すること ●    

コミュニティセンターの管理運営及び整備に関す

ること 
● 

   

自治公民館の育成及び支援に関すること ●    
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（５）こども・健康部 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

保育所・幼稚園・学童の閉開園等に関すること ●    

保育所・幼稚園、児童福祉施設の被害調査等に関

すること 

●    

乳幼児、園児、学童児の避難に関すること ●    

災害による負傷者の救護・応急対策に関すること ●    

救助用食料､物資､器材の要求量調査に関すること  ●   

救助用食料､物資､器材の配分、保管に関すること   ●  

園児・学童児の被害状況の把握に関すること ●    

被災園児に対する保育、保健管理に関すること  ●   

避難所等における避難者の保健管理に関すること  ●   

医療品、衛生・防疫資材等の供給に関すること   ●  

医療に係る関係団体等の増援に関すること  ●   

伝染病の発生予防に関すること  ●   

医療・健康に係る補助金等に関すること    ● 

市内・近隣医療機関の被災状況の確認、受入れ状

況の確認 
● 

   

所管する防災協定締結先との調整に関すること ●    
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区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

継続

通常

業務 

こども総合相談センターに関すること ●    

児童虐待の防止等に関する法律(平成 12 年法律第

82 号)の施行に関すること 

  
● 

 

児童相談所との連絡調整に関すること ●    

児童問題に関すること ●    

母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること  ●   

保育所等での発達支援に関すること    ● 

地域子育て支援拠点事業に関すること   ●  

ファミリーサポートセンターに関すること  ●   

特定教育・保育の認定に関すること   ●  

特定教育・保育施設の入所及び利用者負担に関す

ること 

  
● 

 

地域型保育事業の利用に関すること   ●  

小郡市子育て支援センターの運営に関すること    ● 

こども医療費の給付に関すること   ●  

ひとり親家庭等医療費の給付に関すること   ●  

未熟児養育医療費の給付に関すること   ●  

児童手当等に関すること   ●  

児童扶養手当に関すること   ●  

特別児童扶養手当に関すること   ●  

学童保育所に関すること ●    

健康危機管理に関すること ●    

感染症及びその予防に関すること  ●   

妊婦健康診査に関すること   ●  

乳幼児健康診査に関すること    ● 
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（６）教育部 

区分 優先業務 1 日以内 3 日以内 2 週間以内 1 か月以内 

災害

応急

対策

業務 

教育関係施設の被害調査等に関すること ●    

社会教育施設の被害調査等に関すること ●    

教育施設の避難所開設、避難者把握に関すること ●    

教育関係施設を避難所とする協力に関すること ●    

児童・生徒の被害状況の把握に関すること ●    

被災児童・生徒の授業・保健管理に関すること   ●  

避難所でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ受入れ、割当てに関すること   ●  

災害救助活動にあたる社会教育団体との調整に関

すること 

  
● 

 

教育関係施設等に係る補助金等に関すること    ● 

仮設住宅入居の児童・生徒の教育に関すること    ● 

学校給食施設を使用した炊出しへの協力に関する

こと 
●   

 

施設を含む市内文化財の被害調査・応急対応に関

すること 
●   

 

文化財の復旧・修復に係る補助金等の調整に関す

ること 
  ● 

 

復旧・復興に係る埋蔵文化財の事前審査協議に関

すること 
  ● 

 

所管する防災協定締結先との調整に関すること ●    

継続

通常

業務 

文化財の調査、保存管理及び保護活用に関するこ

と 

  
● 

 

小郡市埋蔵文化財調査センターの管理運営に関す

ること 

  
● 

 

学校給食センターの管理運営に関すること    ● 

給食業務の企画、立案及び連絡調整に関すること    ● 

自校式給食業務の運営に関すること    ● 
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４ 非常時優先業務の選定結果 

  市全体で、災害応急対策業務１３１件、継続通常業務１２９件、合計２６０件の

非常時優先業務が選定された。 

 

【非常時優先業務数】 

全業務 

非常時優先業務 
通常業務のう

ち休止業務 

全業務に対す

る非常時優先

業務の割合 

災害応急対策 

業務 

継続通常 

業務 
合 計 

６７７ １３１ １２９ ２６０ ４１７ ３８．４％ 

 

【優先度別非常時優先業務数】 

ランク 評価基準 
災害応急対策 

業務 
継続通常業務 合計 

非

常

時

優

先

業

務 

Ａ 
発災後直ちに(24時間以内) 

に着手する業務 
６４ ３５ ９９ 

Ｂ 
発災後 24時間から 3日以内 

に着手する業務 
２１ ２４ ４５ 

Ｃ 
発災後 3日から 2週間以内 

に着手する業務 
３２ ５５ ８７ 

Ｄ 
発災後 1か月以内に着手す 

る業務 
１４ １５ ２９ 

合 計 １３１ １２９ ２６０ 
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１ 非常時優先業務の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

２ 災害対策本部設置以降の体制 

【災害対策本部会議】 

本部長 市長 

副本部長 副市長、教育長、消防団長 

各対策班長 
経営政策部長、環境経済部長、都市建設部長、市民福祉部長、 

こども・健康部長、教育部長、三井消防署長 

本部事務局 防災安全課長 

 

【各対策班】 

班 名 班 長 配備対象課長等 

本部対策班 経営政策部長 

議会事務局長、防災安全課長(本部事務局)、総務課長、

財政課長、人事課長、経営戦略課長、秘書広報課長、

新公共マネジメント推進課長、会計課長、議会事務局

次長、監査委員事務局長 

 

次長、監査委員事務局長、会計課長 環境経済班 環境経済部長 

生活環境課長、農業振興課長、税務課長、収納課長、

商工観光課長、地域開発推進課長、農業委員会事務局

長 

都市建設班 都市建設部長 
施設管理課長、河川治水・建設課長、下水道課長、都

市計画課長、都市開発課長 

市民福祉班 市民福祉部長 
福祉課長、長寿支援課長、コミュニティ推進課長、市

民課長、人権・同和対策課長、国保年金課長 

こども・ 

健康班 
こども・健康部長 

保育所・幼稚園課長、こども育成課長、健康課長、こ

ども家庭支援課長 

第４章．非常時優先業務の実施体制及び指揮命令系統 

発 災（震度５強以上） 

緊急初動体制による災害対策 

災害対策本部による災害対策 
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教育班 教育部長 
教育総務課長、生涯学習課長、スポーツ課長、学校教

育課長、人権・同和教育課長、文化財課長 

 

【緊急初動体制】 

  緊急初動体制とは、勤務時間外に震度５強以上の地震が発生したとき、災害対策

本部が設置されるまでの間に、参集した職員を逐次に組織化しつつ、初期の応急対

策活動を補完し、災害対策本部としての迅速な機能の確立を図るための配備体制と

して設置する。 

緊急初動体制での業務の進捗及び職員の参集状況、又は被害の状況に応じ、市長 

の判断により災害対策本部体制による活動に順次移行する。  

なお、緊急初動体制は原則として２４時間後には災害対策本部に移行させる。 

 

３ 非常時優先業務体制の確保 

（１）職員の確保 

  大規模災害が発生した場合、被害情報の収集やそれに基づく迅速な災害応急対策 

を実施するためには、職員の確保が最重要となる。特に、勤務時間外に地震が発生 

した場合は、職員の参集及び初動体制の確保が課題となるため、現状、課題、今後 

の取組みについて整理する。 

ア 現 状 

  （ア）参集可能職員数の見込み 

    大規模災害の発生により、職員の被災や西日本鉄道等の公共交通機関の停

止等に伴い、参集の困難な職員が発生し、職員の不足が想定される。 

  （イ）職員の参集及び安否確認手段等 

     職員に対する災害等情報の一斉配信や発災時の参集指示と併せて職員の

安否確認を行うため、「災害情報等配信システム」を導入して運用している。 

  このシステムは、メールアドレスを登録した職員等に災害発生状況や気象

情報等の配信を一斉メールの形式で実施するとともに、システムが持つアン

ケート機能を活用した職員の参集の可否等の回答を個別に収集することも可

能となっている。 

定期的な一斉メール配信による受信確認訓練の実施によりシステムの普及

及び理解度の向上を図るとともに、システムを活用した職員参集訓練を毎年

度出水期前等の時宜を捉えて実施している。 

「災害情報等配信システム」への未登録者に対しては、各課において個別

の連絡網の確立により、全職員に対する連絡体制は確立している。 
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イ 課 題 

（ア）参集職員の不足 

参集が困難な職員が多くなった場合、非常時優先業務の執行に必要な職員 

数に対し、参集職員数が大幅に不足する。このため、物理的な制約から非常 

時優先業務の実施が困難な事態が想定されるとともに、職務経験豊富な中堅 

以上の職員の家族等の被災等により非常時優先業務の執行が中断すること 

も想定され、必要な職員数・人材の確保が課題となる。 

  （イ）職員の配置・配分 

     大規模災害に際しては、緊急初動体制による市一丸となっての初動体制を

執ることとしているが、参集職員数の不足から本来の災害対策本部としての

応急対策業務の開始が遅滞することが想定される。 

  （ウ）避難所の開設・運用 

     避難所の開設・運営は、市職員を各避難所に２名以上配置することとして

いるが、大規模な地震の際は、２８箇所の指定避難所全てを開設する必要が

あり、最低限５６名の市職員が開設・運営要員として避難所業務に専任する

こととなる。また、大規模な地震による避難生活は、1 カ月以上の長期にわ

たることとなるため、当面の避難所開設・運営にあたる職員の確保と共助に

よる避難所運営組織の設置が課題となる。 

ウ 今後の取組み 

（ア）非常時優先業務の絞り込み 

非常時優先業務の選定及び優先順位の設定を継続的に見直し、参集職員の 

不足にあっても優先順位の高い業務を遅滞なく執行する体制を確立するこ 

とが必要である。特に、災害発生時に待ったなしとなる応急対策業務を優先 

的に実施するため、継続通常業務の抜本的な絞り込みに留意する。 

（イ）職員の参集体制の整備 

     災害情報等配信システムへの全職員登録の徹底と理解度の促進を図り、職

員の初動体制を確立するとともに、アンケート機能により参集可能職員数を

早期に把握できる体制を確立していく。 

     本市における自家用車両による通勤職員や西日本鉄道等の公共交通機関

を利用した通勤職員、個別の事情により大規模災害時に参集不可能な職員等

を、平素から課ごとに把握し、参集可能職員をあらかじめ予測した非常時優

先業務執行体制の検討を進める。 

     職員個々の自転車、バイク、徒歩等による参集手段の確保及び参集経路の

把握を引き続き徹底する。 

  （ウ）業務マニュアルの整備 

     非常時優先業務は、参集可能な限られた職員で対応しなければならないた

め、あらかじめ業務マニュアルを作成するなど、担当職員、担当部署以外の

職員でも効率的に業務が遂行できる仕組みを検討する。 
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（エ）業務経験者の活用 

専門的な知識や経験等が必要な非常時優先業務の担当者が参集できない 

あるいは業務に従事できない場合に備え、部署ごとに当該業務に従事した 

経験を有する職員の活用等を検討する。 

（オ）業務執行を継続する体制の確保 

     発災後数日間は、非常時優先業務を継続して執行することが求められるが、

参集職員が不足する現状から交代要員を確保することは困難である。このた

め、各部署において、職員の休憩や睡眠等に配慮した勤務ローテーション体

制を早期に構築し、業務執行を継続できる体制の確保等について検討する。 

（カ）避難所運営組織等の早期の設置 

     「避難所設置・運営マニュアル」に基づき、初動期（災害発生直後～２日

程度）は、各指定避難所に配置された市職員が主体となって避難所の開設、

運営を行う必要があるが、展開期（２日～１週間程度）以降は、自主防災組

織、避難者等との連携により、努めて早期に応急避難所準備組織及び避難所

運営組織を設置して、共助を主体とする避難所運営に移行するとともに、受

援体制の早期の確立による避難所運営支援要員の確保により、他の非常時優

先業務に従事する職員の確保を検討する。 

（キ）職員の心のケア対策の実施 

     発災後長期間に及ぶ災害対応による過労や被災現場における心的外傷や

大きなストレスによるＰＴＳＤ等により、職員が心身の健康バランスを損な

うことが考えられるため、精神的なストレスを抱えた職員等への心のケア対

策等を含めた健康管理体制の整備を検討する。 

（ク）他の自治体への職員派遣要請 

     大規模災害時には、災害時応援協定等に基づき、他の自治体への職員派遣

要請による応援を受け入れることが考えられる。応援派遣時期や非常時優先

業務の負荷に応じて適切に応援要員を割り当てられるよう検討することが

必要である。 

 

（２）指揮命令系統の確立 

  災害に対する迅速な応急対策を実施するためには、指揮命令系統が確立されてい 

る必要がある。 

ア 首長不在時の職務代行順位 

第一順位 第二順位 第三順位 第四順位 

副市長 教育長 経営政策部長 環境経済部長 

第五順位 第六順位 第七順位 第八順位 

都市建設部長 市民福祉部長 教育部長 こども・健康部長 
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イ 各部長（各対策班長）不在時の職務代行順位 

    各部長（各対策班長）不在時の職務代行順位を、最低限、第一順位から第三

順位まで部ごとに定め、各部長（各対策班長）不在時に非常時優先業務の執行

が滞ることのないよう準備する。 

（３）代替庁舎 

庁舎名称 場所 

１ 小郡市総合保健福祉センターあすてらす 二森 1167-1 

２ 小郡市文化会館・図書館、生涯学習センター 大板井 136-1 

 

【災害対策本部の代替設置場所】 

１ 西別館３階会議室 

２ 北別館２階大会議室 

３ 南別館３階会議室 

４ 小郡市総合保健福祉センターあすてらす１階多目的ホール 

   ※小郡市文化会館・図書館又は小郡市生涯学習センターを代替庁舎と指定した 

場合の災害対策本部の設置場所については、施設の被災状況、避難状況等の 

状況を勘案して示す。 

（４）関係機関の合同調整所や待機場所等の確保 

   大規模災害が発生した場合、被災者の捜索・救出・救護や被災者の生活環境維 

持のためには、自衛隊、警察、消防などの関係機関の活動が大きく影響すること 

となる。このため、災害対策本部との連携や関係機関相互の情報共有や活動調整 

のための合同調整所の設置、関係機関の現地指揮所等及び待機場所の確保が必要 

となる。 

  ア 合同調整所 

    合同調整所は、北別館２階の大会議室での設置を計画しているが、庁舎本館

の災害対策本部が使用困難な場合には、他の庁舎等に代替災害対策本部が設置

される可能性があることから、①南別館３階会議室、②小郡市総合保健福祉セ

ンターあすてらす２階研修室を代替設置場所として準備する。 

  イ 現地指揮所及び待機場所 

    関係機関の現地指揮所及び待機場所としては、北別館２階の研修室を計画と 

して確保しているが、関係機関の現地指揮所及び待機場所は、合同調整所の近 

傍に確保する必要があることから、それぞれの合同調整所近傍の小会議室、研 

修室等を準備する。 

  ウ 災害対策本部への各機関連絡員の待機場所 

    災害対策本部等へ発災直後から派遣される各機関の連絡員等の待機場所と 

して、本館２階情報公開室（自衛隊）、本館３階小会議室２（警察、消防）を確 

保する。 
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１ 庁 舎 

  各庁舎等は、一部を除き、耐震補強工事が完了しており、想定地震発生時におい

ても使用可能であると想定する。 

  ただし、庁舎地区の本庁舎、各別館は建築年数約３５年以上が経過しており、東

別館を除き旧耐震基準での建物である。平成２５～２７年度に庁舎本体の耐震補強

工事は行っているが、庁舎本体を含め、庁舎内部の執務室、付帯施設等が大規模災

害時に機能を発揮し得るかは不明な面もある。したがって、当面本庁舎の大規模災

害時の機能維持のための改善に努め、代替庁舎施設たる総合保健福祉センターあす

てらすへの通信・情報網の延長・増設措置や新たに建設が計画される体育館への一

部の代替庁舎機能の付加、更には庁舎自体の建替え構想について検討、推進する必

要がある。 

 

【庁舎等の現状】 

施設名 構造 建築年 築年数 耐震基準 耐震化状況 

本館 4階 RC造 1962年度 64 旧耐震 耐震化完了 

西別館 3階 S造 1980年度 46 旧耐震 耐震化完了 

北別館 2階 RC造 1970年度 56 旧耐震 耐震化完了 

南別館 3階 RC造 1975年度 51 旧耐震 耐震化完了 

中別館 3階 RC造 1970年度 56 旧耐震 耐震審査〇 

東別館 2階 RC造 1988年度 38 新耐震  

人権教育啓発ｾﾝﾀｰ 2階 RC造 1986年度 40 新耐震  

あすてらす 2階 RC造 2004年度 24 新耐震  

生涯学習ｾﾝﾀｰ 2階 RC造 1992年度 34 新耐震  

文化会館 鉄骨 RC 1987年度 39 新耐震  

図書館 鉄骨 RC 1987年度 39 新耐震  

市体育館 RC造 1974年度 52 旧耐震 耐震化完了 

小郡運動公園 RC造 1994年度 32 新耐震  

   

 

 

 

 

 

 

第５章．業務遂行環境の確保 
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２ 電 気 

（１）現状 

  ア 庁舎本館 

庁舎本館２階フロアに集中設置している災害等に関わる情報・通信システム

（Ｊアラート、福岡県防災・行政情報通信ネットワーク、防災行政無線）の停電

時等における継続稼働のための非常用発電装置及び市民課の行政システム稼働

用の非常用発電装置は設置されているが、停電時における市庁舎全体への電力

供給は不可能である。また、本館２階の災害対策本部設置フロアの一部には、太

陽光発電による昼間の電力供給とリチウムイオン蓄電システムによる夜間及び

荒天時における最低限の電力供給が準備されている。しかしながら、情報・通信

システムに対する非常用電源の燃料の備蓄は一部（６０ℓ）のみであり、現状と

しては、それぞれの発電装置自体の燃料タンクにおける稼働時間＋１２時間（防

災行政無線及び県防災・行政ネットワークのみ）しか確保できていない。また、

令和５年度に切り替えられた電話交換機は、市民課の行政システム用の非常用

発電機から停電時の電力供給が確保されている。 

イ 生涯学習センター 

代替庁舎及び福祉避難所として指定されている生涯学習センターにも太陽光

発電機器及びリチウムイオン蓄電システムが設置されており、昼夜間及び荒天

時の停電時における代替庁舎及び福祉避難所としての最低限の電力供給が可能

な体制を確保している。 

  ウ 指定避難所等 

指定避難所である市内の小中学校及び高等学校、校区コミュニティセンター 

等の公共施設においては、一部の施設（のぞみが丘小学校、大原校区コミュニ 

ティセンター）に設置されている太陽光発電及びリチウムイオン蓄電システム 

を除いては、防災倉庫に備蓄している携帯発電機による電力供給のみとなる。 

非常用電源名 管理部署 稼働時間 油種 備考 

簡易型非常用発動発電装置（Ｍ

ＣＡ防災行政無線） 
防災安全課 ２４時間 軽油 

ＵＰＳ付 

停電時自動起動 

福岡県防災・行政情報通信ネッ

トワーク発電装置 
防災安全課 ２９時間 軽油 

市民課行政システム用非常用発

電機 

市民課 １６時間 
軽油 

市庁舎本館、生涯学習センター、

のぞみが丘小学校大原校区コミ

ュニティセンターの太陽光発電

及びリチウムイオン蓄電システ

ム 

財政課、生

涯学習課、

教育総務課 

２ｋｗ使用

６時間 
－ 

特定の電灯及び

コンセントのみ 
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  エ 太陽光発電及びリチウムイオン蓄電システムの使用 

    太陽光発電及びリチウムイオン蓄電システムから接続されている各施設の

コンセント及びＬＥＤ照明（スイッチ）の位置を把握・明示して、非常時に使

用できる体制を確保するとともに、それらのコンセントから電力を配分するシ

ステム、機器等を明確化し、限られた電力を効率的に使用する。 

    また、いつ発生するのか、いつ復旧するのか分からない停電に際して、リチ

ウムイオン電池に蓄電された電気を最大限活用するため、平常時には災害対応

のために電力供給が途切れてはならないシステム・機器のみをコンセントに接

続し、それ以外は災害対応時（避難所にあっては開設後の停電発生時）のみに

使用することを原則とする。 

施設名 コンセント ＬＥＤ照明 

市庁舎本館 ４箇所 防災安全課×４ １０箇所 １階×３、２階×７ 

生涯学習 

センター 
５箇所 

管理事務所×２、ｺﾐｭﾆﾃ

ｨﾗｳﾝｼﾞ、研修室１、ｷﾞｬ

ﾗﾘｰ１ ２７箇所 

管理事務所×２、ﾗｳﾝｼﾞ、ｴ

ﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ×３、ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｳﾝ

ｼﾞ×４、廊下×４、男女ﾄｲ

ﾚ×各３、研修室・ｷﾞｬﾗﾘｰ×

各２ 

のぞみが丘 

小学校 
９箇所 

校舎(職員室等)×５ 

体育館×４ 
３３箇所 

校舎(職員室等)×３ 

体育館×３０ 

大原校区コミ

ュニティセン

ター 

20 箇所 

事務室×４、自販機室×

１、玄関ホール×１、和

室×４、大ホール×９、

調理室×１ 

158 箇所 

玄関ホール、廊下、事務室、

トイレ、実習室、和室、大

ホール 

 

（２）課題と今後の取組み 

ア 非常用発電装置等の整備 

庁舎全体の非常時優先業務の継続に最低限必要な非常用電源の確保が必要

であることから、携帯発電機の備蓄増加（５台：本館２台、南別館１台、西別

館１台、北・東別館１台）による当面の電力を確保するとともに、九州電力送

配電株式会社甘木配電事業所との災害復旧に関する協定に基づく高圧（低圧）

発電機車の設置や災害時のレンタル機材の供給に関する協定に基づき、大型発

電機等のレンタルによる電力供給体制の確保を図る。将来的には、庁舎建替え

における非常用発電装置の設置による電源の確保について検討していく。 

また、代替庁舎及び福祉避難所となる総合保健福祉センターあすてらす及び

生涯学習センターへの非常用発電装置の導入を検討するとともに、携帯発電機

の備蓄（各１台）を計画的に推進していく。この際、建替えが計画されている

市の新体育館に防災拠点機能として非常用発電装置（７２時間以上連続稼働可

能）の設置による代替災害対策本部機能の付加を検討する。 
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  イ 非常用発電装置用燃料の備蓄 

    非常用発電装置の燃料は、大規模災害時の停電の復旧に最大約３日程度かか 

る可能性があること、民間の燃料供給所の機能停止、燃料供給自体の停止等を 

考慮して、当面の人命救助活動を行う７２時間以上の稼働に必要な量（軽油４ 

２９ℓ）の備蓄が必要である。また、市庁舎各部署への最低限２４時間の電力供 

給のため、携帯発電機５台の燃料（ガソリン１８０ℓ）の備蓄が必要である。こ 

の際、消防法に基づく備蓄燃料置き場等についても併せて整備が必要である。 

 当面の備蓄目標として、既存の市役所本館の少量危険物保管庫１箇所に備蓄 

可能な軽油約４００ℓ及びガソリン約１２０ℓの備蓄を推進する。 

    将来的には、代替庁舎及び福祉避難所となる総合保健福祉センターあすてら 

す及び生涯学習センターへの少量危険物保管庫の増設により、庁舎だけでなく 

指定避難所の電力確保のための備蓄量の増加や新体育館に設置される非常用 

発電装置の燃料備蓄体制の確保、更には庁舎建替えに伴う非常用発電装置の設 

置時の燃料備蓄体制の検討を推進する必要がある。 

なお、市域への燃料供給の体制が復旧した後の燃料供給に関しては、地域の 

災害時中核給油所としての機能を有する株式会社イデックスリテール福岡セ 

ルフ小郡中央ＳＳとの間で締結した災害時における石油類燃料の優先供給協 

定に基づく供給により対応する。 

非常用発電装置（燃料消費量） 本体容量 ７２時間稼働 一週間稼働 

簡易型非常用発動発電装置（防災

行政無線）（３．２６ℓ／ｈ） 
８５ℓ １５０ℓ ４６３ℓ 

福岡県防災・行政情報通信ネット

ワーク発電装置（１．７ℓ／ｈ） 
６０ℓ ６２ℓ ２２６ℓ 

市民課コンピュータ用非常発電機 

（３．８７５ℓ／ｈ） 
６２ℓ ２１７ℓ ５８９ℓ 

軽油の必要備蓄燃料量  ４２９ℓ １，２７８ℓ 

 

携帯発電機（燃料消費量） タンク容量 ２４時間稼働 ７２時間稼働 

１．５ℓ／ｈ ９ℓ ３６ℓ １０８ℓ 

ガソリンの必要備蓄燃料量(５台)  １８０ℓ ５４０ℓ 

 

  ウ 太陽光発電及びリチウムイオン蓄電システムの設置拡充 

    指定避難所である市内の小中学校及び高等学校、校区コミュニティセンター 

等の公共施設における停電時の電力供給手段は、一部（のぞみが丘小学校、大 

原校区コミュニティセンター）を除き防災倉庫に備蓄している携帯発電機のみ 

である。最低限の避難生活環境を確保する電力供給のためには、携帯発電機の 

発電容量による使用機器の制約、燃料の供給機能の停止、発電機燃料の備蓄上 

の制約などから、太陽光発電及びリチウムイオン蓄電システムの設置拡充によ 
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る電力供給体制の拡充を図る必要がある。設備の拡充に際しては、人口分布、 

住宅の老朽化、地質等の地域の特性を考慮した優先順位を検討するとともに、 

市の防災拠点となる新体育館及び地域の防災拠点ともなる校区コミュニティセ 

ンターを優先した拡充に努める必要がある。 

  エ 非常用発電装置の保守要領 

    一部の発電装置の保守管理は通常時は業者に委託しているが、大規模災害時 

には保守業者の業務が停止する可能性もあり、職員自身での非常用発電装置の 

保守体制の確保が必要となる。停電時の非常用発電機の保守要領について、そ 

れぞれの発電装置に関する燃料補給、保守用油脂・部品の交換等の実施要領に 

関するマニュアルを整備して、停電が長期間続く場合にもおいても、職員自身 

が非常時優先業務を継続できる体制を確保する必要がある。 

 

３ 食料、飲料水等 

（１）現状  

業務継続のためには、市職員の勤務を支えるための食料や飲料水等の確保が重 

要となるが、全庁的に職員用の食料等の備蓄はない現状である。 

 

（２）当面の処置 

   市の備蓄計画における行政備蓄は、大規模災害時における家屋の倒壊、焼失、 

流失等により発生する多数の避難者等の当面の避難生活を維持するために行う 

ものであり、市の業務継続のための食料等備蓄とは一線を画すべきであり、当面 

は、初動段階における各職員の自主的な食料・飲料水の確保（１日分）を周知・ 

徹底することにより食料等の確保につなげる。 

 

（３）今後の取組み 

   職員の食料等の備蓄は、市の業務継続体制の確保にとって必要不可欠な要素で 

あり、約３００名の職員の食料・飲料水（２日分、１，８００食・１，８００ℓ） 

の備蓄を市の備蓄計画と連携して、備蓄品のうちの賞味期限が１年前の食料等を 

職員用備蓄として管理し、市の備蓄計画上の備蓄食料品等の更新を１年前倒しす 

る。 

４ 通 信 

（１）現状 

ア 電話 

  （ア）災害時優先電話回線等 

     災害時に輻輳の影響を受け難い災害時優先電話回線及び公衆電話回線は、 

停電時においてもＮＴＴ電話回線が機能していれば使用することが可能で 
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ある。現状としては、災害時優先電話回線として８回線を市役所本館で確保

しており、特設公衆電話として指定避難所１３箇所（小中学校体育館）及び

指定福祉避難所２箇所（総合保健福祉センターあすてらす、生涯学習センタ

ー）の計１５箇所にＮＴＴ西日本との協定により確保している。また、災害

時優先電話回線については、全ての回線に停電電話機を整備しており、アナ

ログ８回線（防災安全課及び財政課）による停電時にも使用可能な電話機能

を確保している。 

しかしながら、特設公衆電話に関しては、設置する電話機が市役所に一括 

保管され、マニュアルにも設置要領が記載されていないなど、突発的な大規 

模地震等の災害発生時に即時に使用可能な体制とはなっていない。 

【災害時優先回線】 

電話番号 内線番号 設置場所 

７２－２１１１ ２４４ 防災安全課（災害対応時設置） 

７２－２１１２ ２４５ 防災安全課（災害対応時設置） 

７２－２１１３ ２４６ 防災安全課（災害対応時設置） 

７２－２１１４ ２４７ 防災安全課（災害対応時設置） 

７２－２１１５ ２４８ 防災安全課防災ｸﾞﾙｰﾌﾟ（常設） 

７２－２１１６ ２４９ 防災安全課消防・安全ｸﾞﾙｰﾌﾟ（常設） 

７２－２１４６ ２３３ 財政課契約・管財ｸﾞﾙｰﾌﾟ（常設） 

７２－２１４７ ２３４ 財政課契約・管財ｸﾞﾙｰﾌﾟ（常設） 

   （イ）衛星通信回線 

     市はＪアラート及び県防災・行政情報通信ネットワークの専用衛星通信回 

線以外には、衛星通信回線を保有していない。 

     衛星通信回線は、大規模災害時の通信遮断、輻輳等の影響を受けず、重要 

な通信を確保する有用な通信手段であり、最低限、災害対策本部には衛星携 

帯電話の整備が必要である。 

   （ウ）電話交換業務 

     市役所は、光デジタル回線を含めて２４回線を運用しており、就業時間内

の電話交換業務は交換室のデジタル交換機を使用して委託業者が行い、時間

外は委託業者の警備員が警備員室の電話転送により交換業務を行っている。 

  市の電話交換機は、令和５年度に新たな電話交換機に切り替えられ、災害 

時の停電時にも電話交換機能を維持するため、市民課の行政システム用非常 

発電機及び交換機付属のバッテリー（約３時間）による電源が確保されてい 

る。また、非常用発電機及びバッテリーによる電源が枯渇した場合には、電 

話交換機能は停止するが、停電電話機による８回線の電話機能は確保される。 

ただし、非常用発電機による電源が停止すると光デジタル回線が途絶する 

ため、代替災害対策本部及び福祉避難所を開設する総合保健福祉センターあ 

すてらすとの電話交換による接続はできなくなる。 
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イ 同報系防災行政無線 

    防災行政無線は、主無線局を庁舎本館２階（災害対策本部）に、補助局を三

井消防署に設置し、市内全域をカバーする６１個のスピーカー子局を設置する

ことで、市民に対する災害時における主要な情報伝達手段となることを期待さ

れている。 

スピーカー子局にはバッテリーによる非常用電源装置はあるが、停電時に 

は約４８時間を限度とした機能発揮となることから、それ以降も停電が継続す 

る場合におけるスピーカー子局のバッテリーの強化（７２時間対応）や市全域 

への多様な情報伝達手段について引き続き検討する必要がある。 

また、荒天時には防災行政無線の放送内容が聞こえ難いことがあるため、市 

のホームページ上及び電話で防災行政無線の放送内容を文字と音声で確認でき 

るよう改善を図っている。 

 現行の防災行政無線は、ＭＣＡ無線機により親局とスピーカー子局で通信を 

行う構成であるため、大規模災害時における災害対策本部（親局）とスピーカ 

ー子局（地域）との非常通信手段としても活用可能である。 

  ウ 移動系無線（無線通信システム） 

    令和５年度に整備した無線通信システムは、災害対策本部と各対策班、現地

に派遣された職員、避難所、関係機関等との通信を必要時に速やかに確保でき、

バッテリーによる稼働が可能で、停電時においても活用可能な通信手段である。

また、通信システムとして無線機（職員等）の所在地をＧＰＳにより把握でき、

現地の状況を音声通信のみならず、画像伝送によっても確認・共有できるもの

である。 

区 分 保有数 備 考 

 

災害対策本部系 

 

５２ 

災害対策本部、各対策班、現地派遣職員、避難所、

関係機関（自衛隊、小郡警察署、三井消防署、三井

水道企業団等） 

消防団系 ２８ 消防団事務局、三井消防署、市消防団×２６ 

   災害対策本部系及び消防団系を合わせて８０台の無線機とシステム管理ＰＣ

３台を整備しており、災害時における市としての当面の無線通信機能は確保で

きている。 

 

（２）今後の取組み 

  ア 電話 

（ア）災害時優先電話回線等 

  災害時優先回線は、電源途絶に災害対策本部としての唯一の電話回線とな 

ることから、その保全には十分に留意し、災害時の緊急通話を確保するため、 

災害時優先電話の使用制限等の要領を定めておく必要がある。また、あすて 

らすとの間の通信の確保については、当面は無線通信システムによる通信を 
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確保するとともに、将来的に電話回線等による通信の確保を検討する。 

また、特設公衆電話は、ＮＴＴ西日本との協定に基づき、電話機をそれぞ 

れの設置場所の防災倉庫等に保管するとともに、避難所開設・運営マニュア 

ルに特設公衆電話の設置要領について記載して、特設公衆電話の開設時には 

即時に避難所の開設職員による設置が可能な体制を確保する必要がある。 

（イ）衛星通信回線 

     福岡県、近隣市町村、自衛隊、警察、消防等の主要な災害関係機関は、衛 

星通信環境を保有しており、携帯電話回線、ＮＴＴ電話回線等の通信手段を 

使用できない大規模災害時において、関係自治体・機関、関係企業等との通 

信を最低限確保するためには、災害対策本部に最低限１回線分の衛星携帯電 

話回線及び機器を確保する必要がある。 

イ 同報系防災行政無線 

    防災行政無線は、スピーカー子局からの音声による情報伝達手段であるが、

建物の密閉性の向上により屋内への情報伝達効果が低下しており、また、スマ

ートフォンの普及率向上により、屋外における情報伝達手段としての必要性が

低下している。更に、国の周波数再編に伴い、現行のＭＣＡ無線を使用した防

災行政無線は令和１１年５月で使用できなくなる。このため、屋外拡声器（ス

ピーカー）を使用した防災行政無線の必要性の再検討とその他の同報系の情報

伝達手段について検討を進める必要がある。 

ウ 移動系無線（無線通信システム） 

    大規模災害時における無線機を使用した無線通信組織を災害対策本部と消

防団においては構成できているが、大規模災害時の固定・携帯電話機による通

信が困難な場合に無線通信による通信手段を確保するため、自主防災組織など

地域との無線通信組織の拡充についても今後検討を進める必要がある。 

５ データのバックアップ 

  市の情報システムは、市の行政業務の主幹となる内部事務システムと市民サービ 

スや教育管理に使用する基幹系システムがある。 

（１）現状 

  ア 内部事務システム 

    市庁舎（本館・東・西・南・北別館）とあすてらす、生涯学習センター等の

出先機関はネットワークで繋がっている。そのネットワークに接続した端末で

作成したデータは、ファイルサーバーでの保存を原則としており、市庁舎内で

運用するサーバーにおいて管理・バックアップの保存を行っている。 

  イ 基幹系システム 

    基幹系システムは、データセンターで運用するサーバーにて管理・バックア

ップの保存を行っている。その他個別システムについては、所管課ごとにシス

テムのデータ管理・バックアップの保存を行っている。 
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（２）課題と今後の取組み 

ア 非常時優先業務に必要な資料等のデータ化の推進 

大規模災害時における庁舎等の損壊や火災により、紙媒体のみの資料は喪失・ 

焼失する可能性があり、非常時優先業務の遂行に必要な資料は、早期にデータ 

化してファイルサーバー等において管理できる体制を確立する必要がある。  

イ ファイルサーバーへのバックアップ体制の確立 

    各職員の個別のパソコンのデータは、ファイルサーバーでの保存を原則とし

ているが、パソコン自体への保存も見受けられる。パソコンの損壊・故障・停

電時におけるバッテリーの損耗等により、非常時優先業務に必要なデータを使

用できない可能性があり、ファイルサーバーでのデータ管理を徹底する必要が

ある。 

  ウ バックアップ体制の重複化 

    基幹系システムのバックアップは、データセンターを利用しているため、バ

ックアップを喪失する可能性は低いが、万が一喪失することも想定し、複数箇

所でのバックアップの保存の必要性も検討する必要がある。一方、内部事務シ

ステムのバックアップは、これまで利用していたデータセンターの老朽化に伴

い、令和６年２月より市庁舎内で管理しているため、データセンターへの移設

を検討する必要がある。 

 

６ その他 

（１）トイレ 

   大規模災害による断水、停電により、庁舎のトイレが使用できないことが予測 

される。現状としては、職員のための携帯トイレ等の備蓄は市役所防災倉庫に２ 

１０回分を備蓄（市全体で約３８，０００回分を備蓄）しているが、停電、断水

等の長期化を考慮した備蓄の拡充を早急に推進する必要がある。 

 

（２）消耗品 

   非常時優先業務を継続する上で必要となるコピー用紙、プリンターのトナー・ 

インク等の消耗品については、現状として、備蓄の意識・計画は各部課、各出先 

機関ともにないが、恒常的におおむね１週間分程度の備蓄はあるものと思われる。 

しかしながら、大規模災害時においては、輸送網の大半は被災者救援等のための 

食料、水、燃料、生活必需品等に占められ、１週間後に消耗品の調達が可能とは 

思われない。このため、通常業務を行うに当たっては、意図的に１月分以上の消 

耗品を備蓄する意識をもって業務する必要がある。 
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（３）エレベータ 

   発災後、しばらくの間、停電が発生せずエレベータが稼動する場合があるが、 

いつ停電となりエレベータが停止して閉じ込められるかわからないため、大規模 

災害発生後は、しばらくエレベータの使用を禁ずる必要がある。 

また、発災直後に停電等によりエレベータが停止した場合には、必ず閉じ込め 

の有無を確認し、閉じ込めが発生している場合には速やかにエレベータ管理会社 

等に連絡して救出の処置をとらなければならない。 

 

（４）輸送 

 市の大規模災害時の輸送力は、現状としては公用車のみであり、当面は公用車 

のうちから災害対応優先車両を指定して輸送力を確保している。大規模災害時の 

輸送力は、人員輸送（避難者、負傷者、職員等）、物資輸送、遺体搬送など大量の 

輸送力が必要となるため、市の公用車のみの輸送力では全く足らなくなることが 

予測される。また、大量の支援物資の集配拠点における集積、仕分け、管理につ 

いても職員では手に負えなくなり、必要な物資が必要な所に届かない状況が予測 

される。 

このため、輸送業者、タクシー業者等との災害時の輸送力及び物資集積所の管 

理機能の提供に関する既存の協定を有効に活用するとともに、更なる協定の締結 

を推進する必要がある。また、国・県・隣接市町への応援要請及び自衛隊の災害 

派遣要請にあたっては、輸送力及び物資集積所の管理支援を含めて要請する必要 

がある。 

 

（５）休養場所 

 市内には、一定程度以上の宿泊能力を持つ一般的なホテル、旅館等の宿泊施設 

がない。したがって、長期にわたる災害対応業務にあたる職員の休養については、 

庁舎等の公共施設内に休養場所を確保する必要がある。庁舎においては、本館３ 

階記者室、本館北側厚生会和室、東別館１階和室、西別館１階和室、南別館１階 

和室、人権教育啓発センター２階談話室を使用して、職員の休養場所を確保する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

第６章．計画の推進・改善 

１ 計画の実効性向上 

（１）非常時優先業務の実施手順（マニュアル）の整備 

   大規模災害発生時に非常時優先業務を迅速に実施するためには、実施手順の 

整備が必要であり、各部課においてそれぞれの非常時優先業務実施に必要なマ 

ニュアルを整備する。この実施手順のマニュアルは、地震災害時のみならず他 

の災害時における通常業務困難時にも参考となる。 

【マニュアル作成の考え方】 

  ① 非常時優先業務について部課等ごとにマニュアルを作成する。 

  ② マニュアルの作成、修正に当たっては、図上研究、研修、訓練等により実 

効性を確認しつつ行う。 

  ③ 災害時においても担当職員が通常業務と同様の手順で実施可能な業務は、 

マニュアルの作成を要しない。 

 

（２）研修・訓練の実施 

   本計画の実効性を向上させるためには、本計画の周知を図るとともに、非常 

時優先業務の実施手順を職員が習得・実践するための研修・訓練が必要であ 

る。 

 

２ 計画の推進・改善 

（１）業務継続マネジメント（ＢＣＭ）の実施 

   本計画をより実行的なものとするため、訓練等を通じて継続的に計画の実効

性を点検・是正し、より実効性の高い計画へと向上を図っていくことが必要で

ある。今後は、様々な取組みを通じて計画を見直していくことで業務継続力を

継続的に向上させるため、ＰＤＣＡサイクルによる業務継続マネジメント

（BCM：Business Continuity Management）を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：ＰＤＣＡサイクルによる継続的改善イメージ 
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（２）教育・訓練 

   災害時に計画が有効に機能するためには、平時から職員一人一人が業務継続の 

必要性や自らが果たすべき役割を認識しておく必要がある。そのため、本計画の 

前提となる限られた資源を有効利用し、優先的に着手する業務や休止する業務の 

判断と実施手順等を検証するため、必要に応じて教育や訓練を実施する。 

  

（３）点検・是正 

   社会的外部環境の変化や人事異動や機構改革に伴う組織の変化などにより、業 

務や必要な資源は絶えず変化している。今後、ＰＤＣＡの手法を用いて継続的に 

計画の点検・是正を行い、変化に対応できるＢＣＭに取り組むこととする。 

   特に次の場合においては、積極的に点検・是正を実施する。 

  ア 被害想定の更新時 

  イ 地域防災計画の更新内容が業務継続計画に影響を及ぼすとき 

  ウ 事務事業の見直しなど大幅な組織改編が業務継続計画に影響を及ぼすとき 

  エ 小規模災害の対応の中でボトルネック（非効率の要因）が明らかとなったと 

   き 

  オ 機器、システム等の改修・更新等により、業務遂行環境に大きな変化があっ

たとき 

 

 

 

 

 


